
アポイ岳調査研究支援センターの管理運営に関する要綱 

 

 

（目的及び設置） 

第１条 この要綱は、様似町内の自然などを調査研究する者等に対し、研究・宿泊施設を提

供するためアポイ岳調査研究支援センター（以下「支援センター」という。）を設置し、

その管理運営に関し必要な事項を定めるとともに、大学及び研究所、団体など他の機関と

のネットワークの構築を図り、もって本町の自然保護の啓発及び調査研究の促進を図るこ

とを目的とする。 

（使用の許可） 

第２条 支援センターを使用しようとする者は、あらかじめアポイ岳調査研究支援センター

使用申請書（別記様式第１号。以下「使用申請書」という。）により町長の許可を受けな

ければならない。 

（使用の停止又は取消） 

第３条 町長は、次のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、

若しくは停止することができる。 

（１） 支援センターを使用する者（以下「使用者」という。）が目的外に使用したとき。 

（２） 使用者が使用条件に違反したとき。 

（３） 管理上不適当と認めたとき。 

（使用料） 

第４条 使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。 

（使用料の減免） 

第５条 支援センター使用に関し、町長が特に認めた場合は、使用料を減免することができ

る。 

２ 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用申請書と同時にアポイ岳調

査研究支援センター使用料減免申請書（別記様式第２号）を提出しなければならない。 

（使用者の義務） 

第６条 使用者は、必要な注意を払い、使用場所及び使用備品などを良好な状態に維持しな

ければならない。 

２ 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに使用場所を現状に復さなければならない。 

３ 使用者がその使用に当たり、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするとき

は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。 

４ 使用者は、調査研究の結果は論文、研究紀要などにより、町長に提出することを原則と

する。 

（使用者に対する指示） 

第７条 町長は、支援センターの設備器具の保全その他研究所の管理上必要があるときは、



使用者及びその他の関係者に対し必要な指示を行うことができる。 

（賠償責任） 

第８条 使用者は、施設又は備品等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければ

ならない。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月２１日から施行する。 

別表（第４条関係） 

使用者 使用期間 使用料 

研究者等 １５日目まで １日につき ５００円 

１６日目以降 １日につき ２５０円 

アポイ岳に関するボランテ

ィア活動を行う者 

制限無し 無料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


